
 

 

 
 

 

  

ゴルフ場利用税については、その税収の７割が交付金としてゴル

フ場所在市町村に交付されており、ゴルフ場関連の財政需要に要す

る貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。 

 

 

二輪車に係る軽自動車税の標準税率の引上げについては、既に条

例改正を行い、準備を進めているところであり、改正地方税法の規

定のとおり、平成 27 年度から確実に行えるよう、更なる見直しは

行わないこと。 

 

 

固定資産税は、市町村税収の大宗を占める重要な基幹税目であり、

市町村の行政サービスを支えるうえで不可欠なものとなっている

ことから、引き続きその安定的確保を図ること。 

とりわけ償却資産に対する課税については、国の経済対策等の観

点から、制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行うべきではなく、

現行制度を堅持すること。 

 

 

平成 26 年 12 月 

全 国 市 長 会 

平成 27年度 都市税制改正に関する意見 

 

償却資産に対する固定資産税の現行制度の堅持 

 ゴルフ場利用税の現行制度の堅持 

軽自動車税（二輪車）の標準税率の引上げ 


